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しいたけ種駒補助事業のお知らせ�しいたけ種駒補助事業のお知らせ�
　本年もしいたけ種駒補助事業を実施します。

　補助対象とする種駒は、３月19日（水）購入分までといたしますのでご注意下さい。

◆補助の対象�

１．対 象 者　年度内に２万個以上10万個未満の植菌を行った方で、市税等の滞納のない方。

　　補助金額　生産者が購入した種駒数量に１円を乗じた額

２．対 象 者　年度内に10万個以上の植菌を行った方で、市税等の滞納のない方。

　　補助金額　生産者が購入した種駒数量に１円50銭を乗じた額

【問い合わせ】対馬市農林水産部農林課　☎0920（53）6111　又は各支所地域振興課まで�

選挙管理委員会からのお知らせ�選挙管理委員会からのお知らせ�

　３月27日に任期満了を迎える対馬市長選挙、対馬市議会議員の欠員に伴う補欠選挙は、２月24日
告示、３月２日投開票の日程で執行する予定です。
　立候補予定者の説明会を下記の日程で開催しますので、立候補を予定されている方は、出席くだ
さい。

■立候補予定者説明会・・・・・・場所　対馬市役所　１階会議室　　�
　　　　　　　　　　　　　日時　１月28日（月）　１．対馬市長選挙 午前10時から�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２．対馬市議会議員補欠選挙 午後２時から�

対馬市長選挙・対馬市議会議員補欠選挙�
投票日は、平成20年３月２日（日）を予定�

　２月29日に任期満了を迎える対馬市農業委員会委員の一般選挙は、農業委員会の区域を２つに分
け、次の選挙区で行われます。

対馬市農業委員会委員一般選挙�
投票日は、平成20年２月７日（木）を予定�

選　挙　区�

第１選挙区�

第２選挙区�

定　数�

12人�

８人�

その区域�

厳原町・美津島町・豊玉町�

峰　町・上県町・上対馬町�

■投票予定日・・・・・・・・２月７日（木）　　　　　　■告示予定日・・・・１月31日（木）�
■投票時間（予定）・・・・午前７時から午後６時まで�
■投票できる人・・・・・・農業委員会委員選挙人名簿（平成19年３月31日調製）に登録されている人。�

■期日前投票・・・・・・・・投票日当日に用務などのため投票できない人は、市役所及び各支所で期日前投票ができ�
　　　　　　　　　　ます。ただし市役所及び各支所で投票できる人は、各町管内の投票区に登録されている�
　　　　　　　　　　人に限ります。�
　　　　　　　　　　★投票できる期間　２月１日（金）から２月６日（水）　午前８時30分から午後８時まで�
■不在者投票・・・・・・・・投票日当日に病院などに入院されている人や用務などで市外にいる人は不在者投票を請�
　　　　　　　　　　求することができます。詳しくは、市選管、各支所選挙担当にお尋ねください。�
　　　　　　　　　　★不在者投票のできる期間　２月１日（金）から２月６日（水）まで�

（満20歳以上で市内に住所があり、10アール以上の農地を耕作している人とその家族で年間60日�
以上耕作に従事する人）�

※不在者投票は、投票日当日、投票所の開いている時間までに指定投票区に到着しなければなりま�
　せんので、余裕をもって請求してください。�

■投票所入場券・・・・・・告示のあった日に投票所の入場券を送付しますので、入場券に記載されている投票所で�
　　　　　　　　　　投票してください。�

【問い合わせ】 対馬市選挙管理委員会　☎0920（53）6111　又は各支所地域振興課内　選挙担当まで�
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平
成
21
年
５
月
ま
で
に
、裁
判
員
制
度
が
は
じ
ま
り
ま
す
。�

「
あ
な
た
も
裁
判
員
に
、選
ば
れ
る
か
も
」�

　
国
民
か
ら
選
ば
れ
た
裁
判
員
が
刑
事
事
件
に
参
加
し
、
被
告
人
が
有
罪
か�

無
罪
か
、
有
罪
の
場
合
ど
の
よ
う
な
刑
に
す
る
か
を
裁
判
官
と
一
緒
に
決
め�

る
制
度
「
裁
判
員
制
度
」
が
、
平
成
21
年
５
月
ま
で
に
始
ま
り
ま
す
。
裁
判�

員
は
、
一
般
市
民
の
中
か
ら
く
じ
で
選
ば
れ
る
た
め
、
あ
な
た
も
裁
判
員
に�

選
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。�

　
今
回
は
、
裁
判
員
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
い
た
し
ま
す
。�

裁判員制度
Ｑ＆Ａ［１］�

■
裁
判
員
制
度
と
は
？�

　
個
別
の
事
件
に
つ
い
て
、
国
民
の
皆
さ
ん

か
ら
選
ば
れ
た
６
人
の
裁
判
員
が
、
地
方
裁

判
所
で
行
わ
れ
る
刑
事
裁
判
に
参
加
し
て
も

ら
い
、
３
人
の
裁
判
官
と
一
緒
に
被
告
人
が

有
罪
か
無
罪
か
、
有
罪
の
場
合
ど
の
よ
う
な

刑
に
す
る
の
か
を
決
め
て
も
ら
う
制
度
で
す
。

良
い
点
と
し
て
、
裁
判
の
進
め
方
や
そ
の
内

容
に
国
民
の
視
点
、
感
覚
が
反
映
さ
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。�

�

■
ど
の
よ
う
な
事
件
を
扱
う
の
で
し
ょ

　
う
か
？�

　
刑
事
裁
判
は
、
全
国
で
毎
日
行
わ
れ
て
お

り
、
平
成
18
年
に
は
地
方
裁
判
所
だ
け
で
10

万
件
以
上
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
裁
判

員
制
度
の
対
象
と
な
る
の
は
、
一
定
の
重
大

な
犯
罪
を
審
査
す
る
事
件
で
す
。�

具
体
的
に
は�

①
殺
人
②
強
盗
致
死
傷
（
強
盗
が
人
に
け
が

を
さ
せ
、
あ
る
い
は
死
亡
さ
せ
た
場
合
）
③

傷
害
致
死
（
人
に
け
が
を
さ
せ
、
死
亡
さ
せ

た
場
合
）
④
危
険
運
転
致
死
（
ひ
ど
く
酒
に

酔
っ
た
状
態
で
自
動
車
を
運
転
し
、
人
を
死

亡
さ
せ
た
場
合
）
⑤
放
火
⑥
身
代
金
目
的
の

誘
拐
⑦
保
護
責
任
者
遺
棄
致
死
（
子
ど
も
に

食
事
を
与
え
ず
、
放
置
し
て
死
亡
さ
せ
た
場

合
）
な
ど
で
す
。�

�

■
ど
の
よ
う
な
人
が
裁
判
員
に
選
ば
れ

　
る
の
で
し
ょ
う
か
？�

　
有
権
者
か
ら
選
ば
れ
ま
す
。
た
だ
し
法
律

上
、裁
判
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
方（
禁

固
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
人
や
事
件
と

の
利
害
関
係
の
あ
る
人
等
）
も
い
ま
す
。�

�

■
ど
の
よ
う
に
し
て
裁
判
員
に
選
ば
れ

　
る
の
で
し
ょ
う
か
？�

　
選
ば
れ
方
は
、
下
記
の
通
り
で
す
。�

�

■
ど
こ
の
裁
判
所
に
い
く
の
で
し
ょ
う

　
か
？�

　
原
則
と
し
て
、
裁
判
員
の
候
補
者
の
居
住

し
て
い
る
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
本

庁
と
な
り
ま
す
。
対
馬
の
場
合
は
、
長
崎
地

方
裁
判
所
（
長
崎
市
）
と
な
り
ま
す
。�

裁
判
員
選
任
の
流
れ

な
お
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
を
、
次
回
以
降
紹
介
し
て
い
き
ま
す
の
で
、�

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。�

【
問
い
合
わ
せ
】　
長
崎
地
方
裁
判
所
厳
原
支
部
　
☎
０
９
２
０（
５
２
）０
０
６
７�

１.

裁
判
員
候
補
者
名
簿
の
作
成�

　
選
挙
権
の
あ
る
人
の
中
か
ら
、
翌
年
の
裁
判
員
候
補
者
と
な

　
る
人
を
毎
年
抽
選
で
選
び
、
裁
判
所
ご
と
に
裁
判
員
候
補
者

　
名
簿
を
作
り
ま
す
。�

２.

事
件
ご
と
に
く
じ
で
裁
判
員
候
補
者
が
選
ば
れ
ま
す�

　 

（
裁
判
の
６
〜
８
週
間
前
）�

　
実
際
に
裁
判
員
裁
判
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
際
に
、
裁
判
員

　
裁
判
の
対
象
と
な
る
事
件
ご
と
に
、
裁
判
員
候
補
者
名
簿
の

　
中
か
ら
、
さ
ら
に
く
じ
で
そ
の
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
を
選

　
び
、
呼
出
状
を
送
り
ま
す
。�

３.

裁
判
所
で
、候
補
者
か
ら
裁
判
員
を
選
ぶ
た
め
の
手
続

　 

を
行
い
ま
す（
通
常
は
、裁
判
当
日
午
前
中
）�

　
裁
判
長
か
ら
、
事
件
と
の
利
害
関
係
の
有
無
、
不
公
平
な
裁

　
判
を
す
る
お
そ
れ
の
有
無
、
辞
退
希
望
の
有
無
・
理
由
な
ど

　
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
ま
す
。�

４.

裁
判
員
と
な
る
人
を
決
定
し
ま
す�

　
裁
判
所
は
辞
退
を
認
め
る
か
、
不
適
格
事
由
に
該
当
し
な
い

　
か
な
ど
を
考
慮
し
つ
つ
、
最
終
的
に
は
く
じ
も
交
え
て
裁
判

　
員
６
人
を
決
定
し
ま
す
。�

５.

裁
判
員
裁
判
が
始
ま
り
ま
す（
通
常
は
、裁
判
当
日
午
後
）�

こ
の
段
階
で
は
、
ど�

な
た
に
裁
判
所
に
来�

て
い
た
だ
く
か
は
決�

ま
り
ま
せ
ん
。�

選
ば
れ
た
方
に
は
、�

呼
出
状
で
裁
判
所
に�

来
て
い
た
だ
く
日
時�

等
を
お
知
ら
せ
し
ま�

す
。�

質
問
は
裁
判
官
３
人�

と
書
記
官
の
ほ
か
、�

検
察
官
や
弁
護
人
も�

立
ち
会
い
ま
す
。�


